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中
国
に
お
け
る
棺
案
の
整
理
と
棺
案
里

中
　
原
’
ま
す
ゑ

　
　
　
は
じ
め
に

　
屯
国
に
お
い
て
現
在
、
古
籍
の
整
理
ど
乏
も
に
棺
案
の
整
理
が
積
極
的

竃
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
「
古
調
に
関
し
て
は
、
、
す
で
に
別
の
機
会
で
そ
の
概

　
　
　
　
　
　
　

要
を
紹
介
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
四
三
整
理
の
現
状
に
ふ
れ
な
，

が
ら
、
あ
わ
せ
て
一
九
八
三
年
三
月
に
訪
問
し
た
北
京
の
中
国
第
弔
遷
三

等
旧
館
、
南
京
の
第
、
二
歴
史
三
図
館
に
つ
い
て
、
簡
単
に
そ
の
沿
革
や
特
、

色
、
，
所
蔵
資
料
、
．
活
動
状
況
そ
の
他
を
ど
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　．

ﾆ
こ
ろ
で
棺
案
と
い
う
の
は
、
中
国
に
お
け
る
官
署
で
保
存
し
て
い
る
’

公
文
書
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
づ
ま
り
公
の
機
関
で
保
管
さ
れ
て
い
る
各

種
の
記
録
、
文
献
類
で
あ
る
。
こ
の
棺
案
は
、
．
広
い
意
味
で
は
す
で
に
股

周
時
代
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る
紙
に
記
録
さ
れ
た
文
書

．
以
外
の
形
と
し
て
貸
甲
骨
文
、
金
文
、
石
刻
、
木
腰
、
竹
簡
や
一
一
（
絹

布
）
等
に
記
さ
れ
た
も
の
ま
で
を
総
称
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
用
語
が
使

用
さ
れ
た
の
ば
、
三
三
か
ら
清
初
に
か
け
て
で
あ
る
と
幽
い
わ
れ
る
。
歴
代

の
王
朝
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
三
庫
を
作
り
、
三
三
を
保
存
七
て
来
た
。
例
え

ば
、
瓶
代
の
石
渠
閣
、
塾
代
の
架
閣
庫
、
元
代
の
秘
書
監
、
二
代
の
三
三

庫
、
ド
皇
寧
歳
、
清
代
の
内
閣
大
庫
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で

あ
る
。

　
し
か
し
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
ば
、
大
部
分
が
明
代
以
降
の
も
の
で
、

そ
れ
以
前
の
も
の
は
少
な
い
と
さ
れ
る
。

．
中
国
の
各
肇
館
違
、
こ
れ
ら
各
種
鎧
組
の
収
集
難
民
整
理
、

統
計
、
鑑
定
、
編
さ
ん
、
出
版
、
閲
覧
利
用
等
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
一
般
的
に
私
案
と
い
う
場
合
、
現
代
の
も
の
ま
で
を
含
む
が
、
本

文
で
扱
う
の
は
主
と
レ
て
歴
史
棺
案
、
す
な
わ
ち
勘
案
史
料
で
あ
る
。

O
　
新
中
国
成
立
以
降
の
棺
案
の
整
理

そ
こ
で
ま
ず
、

解
放
後
中
国
の
棺
案
整
理
に
つ
い
て
い
乏
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
．
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は
、
，
歴
史
文
物
、
文
化
遺
産
の
収
集
、
保
護
な
ど
を
科
学
文
化
事
業
の
一

環
と
考
え
て
、
噛
こ
れ
を
重
視
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
分
散
七
て
い
る
解
放
前

の
断
案
を
集
中
し
て
統
一
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
「

　
そ
の
た
め
の
具
体
策
と
し
て
、
一
九
五
六
年
に
は
「
国
務
院
関
干
富
強
．

国
家
乙
案
工
作
的
決
定
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
①
周
に
よ
四

棺
案
の
集
中
統
、
一
管
理
を
す
る
、
②
統
一
的
な
棺
案
の
保
存
制
度
を
確
立

・
す
る
、
③
新
中
国
成
立
以
来
の
永
久
保
存
す
べ
き
穴
生
の
整
理
を
す
み
や

か
に
行
う
、
④
各
地
に
散
在
し
て
い
る
革
命
歴
史
棺
案
、
旧
政
権
の
棺
案

を
収
集
す
る
、
巳
⑤
国
家
再
案
局
の
指
導
的
な
役
割
を
充
分
発
揮
さ
せ
る
、

．
⑥
棺
案
業
務
推
行
の
た
め
の
組
織
機
構
を
設
立
す
る
、
9
⑦
担
当
者
の
養
成

を
は
か
り
、
三
豊
を
高
め
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
内
容
が
も
り
込

ま
れ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
、
］
九
五
毛
年
に
は
「
改
進
棺
案
資
料
工
作
方

案
」
が
出
さ
れ
た
。
一
，
九
五
九
年
現
在
、
省
、
市
、
自
治
区
に
一
五
館
、

県
ク
テ
ス
の
写
影
館
一
二
〇
〇
館
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
に

入
っ
て
、
国
家
棺
案
局
に
よ
り
「
省
棺
案
館
工
作
暫
行
通
則
」
「
県
梢
案
館

工
作
暫
行
通
則
」
ガ
出
さ
れ
、
各
ク
ラ
ス
の
御
宇
館
の
性
格
、
方
針
（
任

務
等
が
明
確
に
定
め
ら
れ
た
。
一
九
六
四
年
の
時
点
で
、
，
省
レ
ベ
ル
の
も

の
二
一
館
、
県
の
も
の
一
五
九
〇
館
と
増
加
し
て
ド
る
。
中
国
文
化
大
革

命
に
よ
る
一
〇
年
間
の
空
白
の
の
ち
、
一
．
九
七
九
．
年
に
国
家
書
案
局
が
復

，
志
し
て
、
同
年
八
月
全
国
棺
案
工
作
会
議
が
開
催
ざ
れ
た
。
棺
案
業
務
の

三
年
以
内
の
回
復
、
整
頓
、
総
結
、
提
高
と
い
う
八
字
任
務
、
つ
ま
り
四
’

つ
の
業
務
北
つ
い
て
討
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
中
国
文
化
大
革
命
中
被

害
を
受
け
、
散
弾
し
た
棺
案
を
収
集
し
、
整
理
し
、
ま
と
め
、
業
務
の
向

上
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
○
年
「
国
家
棺
部
局
関
干
開

放
歴
史
勘
案
的
黒
点
意
見
」
と
い
・
チ
規
定
が
出
て
、
，
一
九
四
九
年
以
前
の

歴
史
書
案
、
す
な
わ
ち
、
民
国
、
明
清
時
代
の
も
の
を
研
究
者
に
公
開
し
ン

　
ま
た
革
命
歴
史
棺
案
は
限
定
し
て
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
さ
・

．
ら
に
、
同
年
八
月
「
関
干
加
強
面
歴
史
棺
案
資
料
収
集
工
作
的
通
知
」
が

　
公
布
さ
れ
、
収
集
業
務
を
一
層
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
要
請
ざ
れ
て
，
い
る
。

．
一
九
八
一
年
、
棺
案
館
は
全
国
で
二
六
六
入
館
、
職
員
は
全
部
で
一
万
五

〇
〇
〇
人
に
達
し
て
い
る
。
一
九
八
二
年
＝
一
月
に
は
N
北
京
で
国
家
棺

案
局
の
招
集
に
よ
り
再
び
全
国
棺
案
工
作
会
議
が
開
か
れ
た
。
三
〇
〇
人

　
の
関
係
者
、
担
当
者
が
参
集
し
、
そ
こ
で
は
文
化
大
革
命
の
束
縛
か
ら
解

放
さ
れ
て
棺
案
事
業
は
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
各

久
ラ
ス
の
棺
案
館
は
、
棺
案
の
研
究
、
編
さ
ん
、
出
版
業
務
を
強
化
し
、

，
担
当
者
の
質
の
向
上
、
組
織
を
確
立
す
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
、
「
棺
案
事

業
発
展
規
劃
（
一
九
八
三
」
一
九
九
〇
）
」
、
「
棺
西
館
工
作
通
則
」
の
二
つ

が
協
議
ざ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
・
草
案
館
は
．
国
家
と
党
（
中
国
共
産

党
）
の
科
学
文
化
事
業
の
た
め
の
機
構
で
、
棺
案
の
永
久
保
存
．
の
基
地
で

あ
り
、
研
究
と
利
用
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
国
家
と
党
の

真
実
の
姿
を
維
持
し
、
守
る
と
い
う
重
大
な
任
務
を
心
つ
と
い
う
方
針
の

も
と
に
、
こ
れ
を
集
中
統
↓
管
理
し
保
存
す
る
。
ま
た
利
用
者
に
提
供
し
、

編
さ
ん
出
版
す
る
。
各
種
棺
案
館
の
協
力
に
よ
っ
て
棺
案
を
充
実
さ
せ
て

ゆ
く
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
・
こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
い
て
は
、

棺
案
の
管
理
そ
の
他
に
、
国
家
に
よ
っ
て
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
、
．
そ
の
点
日
本
の
場
合
と
は
相
当
に
事
情
が
違
っ
て
い
る
。
一
九

八
三
年
七
月
越
は
、
承
徳
で
棺
案
館
の
責
任
者
の
座
談
会
が
開
か
れ
、
席

上
歴
史
棺
案
の
編
集
（
出
版
の
問
題
が
提
出
さ
れ
、
，
討
議
さ
れ
た
。
ま
た

，
第
六
次
五
か
年
計
画
に
お
い
て
、
棺
案
の
整
理
は
、
社
会
科
学
研
究
の
重

点
項
目
の
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、
梢
案
館
と
図
書
館
、
博
物
館
そ
の
他
研
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／

究
機
関
の
業
務
の
分
担
と
協
力
関
係
、
棺
案
の
担
当
者
と
歴
史
資
料
の
担

当
者
の
共
同
作
業
の
問
題
、
さ
ら
に
出
版
、
印
刷
の
条
件
や
設
備
の
改
善
、

’
職
員
の
質
、
収
集
基
礎
業
務
等
の
課
題
が
提
出
さ
れ
て
い
る
つ

　
棺
案
に
闘
す
る
学
術
誌
「
歴
史
櫨
案
」
は
一
九
八
二
年
二
月
創
刊
さ
れ
、

季
刊
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
中
国
第
一
、
第
二
歴
史
棺
案
館
の
共
同
編
さ

ん
で
あ
る
。

　
お
も
に
明
清
時
代
お
よ
び
民
国
時
代
の
歴
史
棺
案
を
対
象
還
し
、
そ
の

内
容
は
、
．
政
治
、
軍
事
、
社
会
経
済
、
中
外
関
係
、
文
化
教
育
、
「
科
学
技

・
三
等
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ち
を
利
用
し
た
研
究
論
文
一
考
証
、
国
府

棺
案
館
の
紹
介
、
国
外
で
所
蔵
ざ
れ
て
い
る
中
文
理
案
の
解
説
な
ど
を
掲

．
署
し
て
い
る
。
・
そ
の
他
「
棺
粛
学
通
訊
」
等
の
雑
誌
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
一
九
八
．
一
年
＝
月
に
は
、
北
京
で
中
国
棺
案
学
会
成
立
大
会
と

第
一
次
学
術
討
論
会
が
開
催
さ
れ
、
二
五
〇
人
の
代
表
が
参
加
し
た
コ
，
学

会
の
章
程
パ
規
約
）
「
中
国
響
岩
学
会
三
年
学
術
活
動
美
点
要
点
」
な
ど
が

成
立
し
た
。
錦
鱗
業
務
担
当
者
、
研
究
者
を
組
織
し
、
学
術
活
動
を
展
開

す
る
。
棺
案
に
関
す
る
知
識
を
普
及
さ
せ
、
周
章
の
研
究
成
果
を
紹
介
す

る
。
棺
案
研
究
者
の
育
成
を
は
か
る
。
関
係
図
書
の
編
さ
ん
刊
行
、
国
際

交
流
活
動
を
活
発
に
し
、
．
三
三
事
業
発
展
の
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
等
が

決
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
、
一
九
八
四
年
二
月
に
は
第
二
回
学

術
討
論
会
が
南
京
で
開
か
れ
た
。

　
職
員
の
養
成
機
関
に
つ
い
て
は
、
主
要
な
も
の
と
し
て
現
在
中
国
人
民

大
学
に
棺
案
系
（
学
部
）
が
あ
り
「
武
漢
大
学
の
図
書
館
学
系
を
母
体
と

し
た
図
書
情
報
学
院
．
の
棺
案
学
系
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
つ
ぎ
に
中
国
の
棺
案
館
に
つ
い
て
み
る
と
、
中
央
一
級
棺
案
館
と
し
て

左
記
の
も
の
が
あ
る
。
・

①
中
央
棺
函
館
　
党
の
革
命
歴
史
棺
案
と
、
建
玉
以
後
の
党
（
中
国
共
産

　
党
）
と
政
府
の
中
央
機
関
車
の
永
久
保
存
の
価
値
の
あ
る
梢
案
を
保
管
。

　
一
九
五
九
年
に
創
設
さ
れ
た
。

②
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
　
明
清
時
代
の
中
央
機
関
の
棺
案
を
保
存
。

③
中
国
第
二
歴
史
棺
案
館
　
北
洋
政
府
、
国
民
党
政
府
、
注
精
衛
政
権
等

　
め
中
央
機
関
の
棺
案
を
保
存
。
、

　
さ
ら
に
各
省
、
市
、
泊
治
区
、
県
そ
の
他
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ス
の

梧
斎
館
が
設
置
さ
れ
で
お
り
、
各
時
代
の
省
、
県
の
機
関
の
断
案
を
保
存

し
て
い
る
。
．
ま
た
専
門
の
棺
案
館
が
、
政
府
機
関
に
設
け
亘
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
国
防
部
忙
所
属
す
る
軍
事
新
案
館
、
地
質
部
の
地
質
資
料
書
案

館
で
あ
る
。
一
九
八
三
年
現
在
、
二
九
の
省
、
市
、
自
治
区
に
す
べ
て
設

置
さ
れ
て
お
り
、
県
山
市
各
種
の
も
の
合
わ
せ
て
二
八
〇
三
巴
と
な
っ
て

い
る
。
層
無
罪
平
館
で
は
、
資
料
の
収
集
保
管
、
整
理
、
利
用
、
編
さ
ん
刊

行
な
ど
の
業
務
と
と
も
に
、
各
種
の
啓
蒙
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
展
示

会
を
開
催
し
、
学
会
や
新
聞
、
ニ
ュ
ー
ス
で
宣
伝
し
、
学
術
誌
に
紹
介
を

の
せ
る
な
ど
で
あ
る
。
年
間
の
無
用
者
は
一
六
万
人
、
利
用
資
料
二
七
〇

万
周
忌
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
中
国
第
一
、
第
二
歴
史
棺
案
館
に
つ
い
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
　
．
「

口
　
中
国
第
一
歴
史
一
案
館

　
明
清
時
代
の
歴
史
棺
案
を
管
理
す
る
機
関
。
中
国
の
棺
案
館
の
中
で
最
’

も
早
く
設
立
さ
れ
、
所
蔵
す
る
資
料
も
一
〇
〇
〇
万
件
以
上
と
い
わ
れ
て

お
ウ
最
大
で
あ
る
。
．
そ
の
前
身
は
、
解
放
前
の
」
九
二
五
年
号
設
け
ら
れ

た
故
宮
博
物
院
の
文
献
部
で
あ
っ
た
。
．
そ
の
後
．
一
九
二
七
年
に
三
彩
部
と

改
称
、
一
九
二
九
年
に
は
文
献
館
と
な
っ
た
。
そ
の
さ
い
故
宮
の
各
処
に

　＝一．
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・
分
散
し
て
い
た
国
国
を
集
中
・
整
理
し
て
統
一
的
に
保
管
し
、
同
時
に
外

F
部
に
流
出
し
た
も
の
を
収
集
、
・
こ
れ
が
現
在
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
当

、
時
の
資
料
は
五
〇
〇
万
件
と
い
わ
れ
る
。
一
九
五
一
年
、
故
宮
博
物
院
当

腹
館
と
改
称
さ
れ
、
明
清
時
代
の
棺
案
を
専
門
に
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
一
九
五
五
年
、
国
家
棺
案
局
の
直
属
と
し
て
第
一
歴
史
棺
案
館
と
な

る
。
一
九
五
八
年
ま
た
名
称
が
か
わ
り
、
、
明
清
棺
案
館
と
な
っ
た
。
翌
一
・

九
五
九
年
、
さ
ら
に
中
央
三
池
館
に
併
合
さ
れ
て
、
中
央
立
案
館
明
清
棺
．

警
部
と
し
て
そ
の
組
織
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
再
び
故
宮

博
物
院
の
管
轄
に
な
り
、
故
宮
博
物
院
血
清
棺
案
部
と
称
し
た
。
一
，
九
八

○
年
四
月
、
再
度
国
家
棺
、
案
局
の
指
導
下
に
入
り
、
中
国
第
一
歴
史
櫨
案
．

館
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
設
立
以
来
名
称
や
管
轄
機
関
は
幾
た
び
か

変
遷
が
あ
0
た
が
、
明
清
時
代
の
事
案
を
扱
う
専
門
機
関
で
あ
る
と
い
う

性
格
や
任
務
は
変
わ
ら
な
い
。
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
い
え
ば
、
明
代
の
主

と
し
て
天
啓
か
ち
崇
禎
年
間
の
も
の
数
千
件
に
対
し
、
清
朝
の
中
央
と
地

方
機
関
の
棺
案
九
〇
〇
万
件
余
と
ぼ
う
大
で
あ
る
。
種
類
と
し
て
は
、
詔
、

詰
、
救
お
よ
び
奏
、
・
表
、
箋
さ
ら
に
杏
、
移
、
関
文
の
，
ぽ
か
函
、
電
、
照
、

単
、
図
、
・
冊
ハ
札
等
と
い
わ
れ
る
も
の
一
〇
〇
種
以
上
に
の
ぼ
る
。
漢
文

の
も
の
以
外
に
満
文
（
満
洲
語
）
二
〇
〇
万
件
、
他
に
結
文
（
蒙
古
語
）
、

合
文
（
チ
ベ
ッ
ト
語
）
の
も
の
も
多
少
あ
0
1
、
英
文
、
法
文
（
フ
ラ
ン
ス

語
）
、
俄
文
（
ロ
シ
ア
語
）
な
ど
外
国
語
の
資
料
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
内
容
は
、
政
治
、
経
済
、
軍
事
、
法
律
、
外
交
、
文
化
、
科
学
技

術
一
た
と
え
ば
天
文
気
象
、
地
震
災
害
、
宮
廷
生
活
等
多
岐
に
わ
た
り
、

明
清
時
代
お
よ
び
近
代
史
の
資
料
の
宝
庫
で
あ
り
、
一
次
史
料
と
し
て
価

値
が
高
い
っ
現
在
全
資
料
の
二
分
の
一
に
あ
た
る
漢
文
資
料
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
大
部
分
整
理
が
完
了
、
目
録
、
分
類
、
蚕
架
な
ど
の
作
業
が
お
’

わ
り
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。
資
料
群
と
し
て
は
、
内
閣
大
庫
の
も
の
が

最
も
多
×
二
〇
〇
万
件
、
軍
機
漸
漸
Q
万
件
、
宮
中
四
〇
万
件
「
内
務
府
、

宗
人
府
、
六
部
等
七
四
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
馬
各
群
の
中
は
そ
れ
ぞ

れ
の
種
別
、
資
料
の
性
格
に
応
じ
た
分
類
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
年
代
順

の
も
の
、
事
項
や
主
題
別
の
あ
と
を
年
代
順
に
し
た
も
の
、
組
織
部
署
別

へ
の
の
ち
年
代
順
と
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
人
名
、
地
名
な
ど
の
固
有
名

詞
を
直
接
出
す
も
の
等
、
各
号
で
異
な
る
コ

　
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
は
、
故
宮
の
西
華
門
内
に
位
置
し
て
お
り
、
緑

に
か
こ
ま
れ
た
宮
殿
風
の
建
物
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
新
築
さ
れ
た

乏
い
わ
れ
る
書
庫
内
部
は
広
く
、
こ
れ
は
一
九
か
所
に
分
か
れ
て
お
ゆ
総

計
一
万
平
方
米
と
い
わ
れ
る
。
大
き
な
白
ッ
カ
ヨ
が
通
路
を
は
さ
ん
で
並

べ
ら
れ
て
お
り
、
ズ
ペ
」
ス
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
。
貴
重
な
も
の
に

つ一

｢
て
は
、
．
各
ロ
ツ
カ
レ
の
扉
、
ひ
き
出
し
の
中
に
木
製
の
箱
が
入
れ
ら

れ
て
、
さ
ら
に
布
に
包
ま
れ
た
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
保
管
状
態
も
－

な
か
な
か
行
き
と
ど
い
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
た
。
職
員
数
一
五
〇
人
余
、
、

六
つ
の
部
署
に
分
か
れ
て
い
る
。
①
弁
公
室
②
研
究
部
③
管
理
部
④
満
文

部
⑤
編
輯
部
⑥
技
術
部
で
あ
る
。
利
用
者
は
国
内
の
研
究
者
、
学
生
も
お

り
、
国
外
か
ら
の
利
用
者
で
は
日
本
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一

九
八
三
年
は
四
八
四
機
関
（
国
外
一
八
機
関
）
六
八
○
○
人
、
㌧
資
料
一
〇

、
○
万
件
、
マ
イ
ク
ロ
複
写
一
万
五
二
σ
○
件
の
利
用
が
あ
っ
た
。
出
版
活

動
は
、
解
放
前
の
一
九
二
八
，
年
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
」
い
る
。
一
九
三
八
年

ま
で
に
六
八
種
四
三
二
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。
「
簿
弁
夷
務
始
末
」
「
掌
故
叢

論
」
「
文
献
無
畜
」
「
史
料
旬
刊
」
「
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
」
等
の
ほ
か
、

．
解
放
後
の
も
の
は
．
一
七
種
六
〇
冊
「
中
置
戦
争
」
「
辛
亥
革
命
」
「
洋
務
運

動
」
「
叢
叢
棺
案
史
料
叢
編
」
等
で
あ
る
。
「
現
在
「
康
煕
朝
漢
文
殊
批
耳
玉
」

一
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「
第
二
次
鴇
片
戦
争
棺
案
史
料
」
「
辛
亥
革
命
棺
案
史
料
」
な
ど
が
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
や
複
製
本
に
よ
り
刊
行
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
資
料
の
マ
イ

ク
ロ
化
は
こ
れ
ま
で
五
万
件
が
お
わ
り
、
継
続
し
て
積
極
的
に
す
す
め
ら

れ
る
予
定
で
あ
痘
。
課
題
と
し
て
は
、
他
の
図
書
館
で
所
蔵
し
て
い
る
地
・

，
方
文
書
、
博
物
館
の
甲
骨
文
な
ど
の
資
料
の
所
在
を
把
握
す
る
こ
と
、
所

蔵
目
録
、
利
用
案
内
の
作
成
、
複
写
サ
…
ビ
ス
を
拡
大
し
、
翻
案
の
価
値

を
宣
伝
す
る
、
閲
覧
室
の
拡
充
、
担
当
人
員
の
強
化
、
組
織
の
調
整
を
は

か
り
、
民
族
文
化
水
準
の
高
揚
に
つ
と
め
四
つ
の
現
代
化
に
貢
献
す
る
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
’

口
「
中
国
第
二
歴
史
繋
目
館
・

　
こ
こ
で
ば
、
中
華
民
国
時
代
の
各
種
壁
塗
一
二
〇
万
件
を
集
中
保
管
し

て
い
る
。
心
と
南
京
史
料
整
理
処
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
の
後
身
で
、
．
中

国
科
学
院
近
代
史
研
究
所
の
所
管
で
あ
り
、
一
九
五
一
「
年
二
月
南
京
に
設
・

立
さ
れ
売
。
解
放
後
、
国
民
党
政
府
の
国
史
館
と
中
国
国
民
党
党
史
史
料

編
纂
委
員
会
の
歴
史
棺
案
を
接
収
し
、
そ
の
基
礎
の
上
に
で
き
た
も
の
で
、

そ
の
後
も
ひ
き
続
き
収
集
活
動
が
行
わ
れ
た
。
一
九
六
四
年
四
月
以
後
国

家
棺
案
局
に
所
属
し
、
中
国
第
二
歴
史
棺
属
官
と
改
称
し
た
。
中
国
文
化

大
革
命
後
の
一
九
七
七
年
、
中
国
科
学
院
か
ら
分
離
独
立
し
た
中
国
社
会

科
学
院
近
代
史
研
究
所
に
属
し
、
さ
ら
に
一
九
七
九
年
一
一
月
、
再
び
国

家
棺
案
局
の
管
轄
に
入
っ
た
。
所
蔵
資
料
の
範
囲
億
、
一
九
一
二
年
辛
亥

革
命
後
期
文
が
建
立
し
た
中
華
民
国
臨
時
政
府
か
ら
一
九
四
九
年
中
華
人

民
共
和
国
成
立
ま
で
の
中
華
民
国
の
各
時
期
の
政
府
の
中
央
組
織
、
お
よ

、
び
直
属
機
関
の
歴
史
棺
案
で
あ
る
。
資
料
は
八
○
○
群
に
分
け
ら
れ
、
長

さ
に
す
る
と
二
蓼
藍
〇
〇
〇
米
に
も
達
す
る
と
い
・
わ
れ
る
。
一
九
六
六
年

・
中
国
文
化
大
革
命
開
始
前
、
蓋
置
類
は
す
で
に
一
通
り
整
理
さ
れ
て
い
た
。

　
一
．
九
七
六
年
ま
で
の
一
〇
年
間
は
、
当
然
の
こ
匙
な
が
ら
業
務
は
中
止
さ

れ
た
。
こ
こ
に
所
蔵
七
て
い
る
資
料
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
南
京
中

華
民
国
臨
時
政
府
、
広
州
大
本
営
と
広
州
国
民
政
府
、
武
漢
国
民
政
府
の

も
の
。
②
北
洋
政
府
時
期
の
棺
案
、
七
一
グ
ル
ー
プ
、
一
σ
万
件
。
③
国

民
党
政
府
時
期
の
仁
平
、
五
九
三
グ
ル
…
プ
。
こ
れ
が
全
棺
案
の
八
○
％

を
占
め
る
。
・
国
民
党
政
府
の
行
政
院
、
‘
立
法
院
、
司
法
院
、
監
察
院
、
考
、

試
院
、
国
民
大
会
等
の
も
の
が
含
ま
れ
る
ゆ
つ
ま
り
国
民
政
府
の
内
政
、

外
交
、
軍
事
、
財
政
、
金
融
、
文
化
、
教
育
な
ど
各
分
野
の
情
況
を
記
し

＾
た
基
本
資
料
で
あ
る
。
④
抗
戦
時
期
の
注
精
衛
政
権
の
も
の
、
八
七
グ
ル

ー
プ
。
⑤
著
名
な
人
物
の
個
人
の
棺
案
、
三
四
グ
ル
ー
プ
。
こ
．
れ
ら
の
ほ

か
辛
亥
革
命
運
動
関
係
の
棺
台
も
所
蔵
。
．
・

　
職
員
数
＝
二
〇
人
、
組
織
は
①
管
理
部
、
．
②
資
料
編
輯
部
、
③
資
料
研

究
室
、
④
）
技
術
部
で
あ
る
。
書
庫
の
総
面
積
一
万
平
方
米
、
金
庫
の
よ
う

．
な
扉
が
入
口
に
と
り
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
ス
チ
L
ル
製
の
書
架
に
文
書
綴
、

三
図
り
の
資
料
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
・
移
動
書
架
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
、

第
一
棺
案
館
に
比
べ
る
と
資
料
の
性
格
も
違
う
た
め
か
、
機
能
的
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
コ
現
在
編
さ
ん
中
の
も
の
は
、
「
中
華
民
国
史
棺
案
資
料

彙
編
（
一
九
＝
1
一
九
四
九
）
」
が
一
九
七
九
年
よ
り
出
版
。
現
在
「
辛

亥
革
命
」
「
南
京
臨
時
政
府
」
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
「
中
華
民
国
史
素

案
資
料
叢
刊
」
一
九
八
○
年
よ
り
出
版
開
始
、
「
五
四
愛
国
運
動
心
妻
資

料
」
「
直
中
戦
争
」
ま
で
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
ま
う
な
資
料
の
一

・
部
は
、
台
湾
の
掴
史
館
、
中
央
研
究
院
に
も
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
最
近
、

両
方
の
資
料
を
補
い
合
っ
た
共
同
研
究
、
資
料
集
編
さ
ん
刊
行
の
呼
び
か
－

け
、
利
用
へ
の
便
宜
を
は
か
る
旨
の
表
明
が
台
湾
の
研
究
者
に
対
し
て
な

一
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さ
れ
た
。
入
一
一
〇
年
計
画
で
目
録
の
編
さ
ん
戸
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
化
が

進
め
与
れ
．
利
用
案
内
の
作
成
、
閲
覧
傷
拡
大
な
玄
課
題
之
な
、
ぞ

い
る
。

＊
「
周
回
三
会
図
無
館
月
報
」
二
五
八
号
（
．
一
九
入
二
年
）
、
二
七
六
号
（
一
九
八
四
年
）

主
要
参
考
資
料
・

○
赤
子
　
「
我
国
三
三
館
概
述
」
　
歴
史
三
三
　
一
九
八
二
年
三
期

○
陳
回
禄
　
「
中
国
近
代
史
資
料
概
述
」
　
一
九
八
二
年
　
中
華
書
局
、

○
趙
越
’
「
中
国
歴
史
棺
案
沿
革
祖
探
」
　
遼
寧
大
学
学
報
　
一
九
入
三
年
四
期

・
「
三
人
昼
ハ
和
国
三
四
編
」
一
九
五
六
年
工
ハ
月
、
三
五
葦
葺
⊥
二
丁

○
「
中
国
棺
案
学
会
成
立
」
　
歴
史
棺
案
　
二
九
八
二
年
一
期

・
「
全
国
肇
工
作
会
議
在
北
京
下
欄
」
歴
史
肇
、
先
八
三
三
期

。
「
歴
史
学
年
鑑
」
　
一
九
毛
九
、
一
九
八
】
年
　
棺
案
館
の
項
．

o
「
史
学
三
三
」
　
一
九
八
二
、
一
九
八
三
年
各
期
　
棺
三
差
の
填
‘

．
・
回
国
百
科
年
鑑
」
一
九
八
二
、
究
八
三
年
一
九
八
四
年
肇
募
項
二

〇
郎
子
揚
「
「
故
宮
町
清
棺
案
概
論
」
清
史
論
叢
　
一
集
　
一
九
七
九
年

○
朱
金
隠
　
「
故
宮
明
清
棺
案
部
所
蔵
棺
案
的
過
去
和
現
在
」
　
盛
代
翻
案
史
粁
叢
編

　
、
三
三
　

一
九
七
九
年
　
．

○
李
鵬
年
　
「
故
宮
明
清
棺
案
部
所
存
主
要
梢
案
述
略
」
．
清
代
診
案
史
料
叢
編
’
里
塚

　
一
九
七
九
年
　
　
　
　
㌧
，
h
、

○
李
鵬
年
　
「
内
閣
大
庫
i
盛
代
最
重
要
的
棺
案
庫
」
　
故
宮
博
物
書
院
刊
　
一
九
八
．
○

　
年
二
期
，
「

o
神
田
信
夫
　
「
中
国
第
一
歴
史
三
三
館
訪
問
記
」
　
東
方
学
　
六
一
輯
　
一
九
八
一
年

○
単
士
魁
　
「
中
国
第
一
歴
史
愚
案
館
」
　
歴
史
梢
案
二
九
入
一
年
一
期
、

○
「
中
豊
第
一
歴
史
棺
心
労
所
蔵
棺
案
編
輯
出
版
情
況
一
覧
表
」
　
歴
史
三
三
　
一
九
八

　
二
年
二
期

○
「
中
国
第
一
歴
史
棺
熱
量
二
九
八
三
年
棺
馬
韓
周
延
訳
工
作
綜
述
」
．
歴
史
棺
案
　
一

　
，
馬
入
三
年
二
期
、

○
鞠
徳
源
　
「
三
三
三
三
管
理
走
向
現
代
化
」
、
光
明
日
報
　
一
九
八
四
年
九
三
亭
七
日

・
陳
興
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「
中
個
第
二
歴
史
棺
案
館
」
歴
史
立
案
．
況
八
一
年
二
期
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三
三
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「
三
三
く
中
華
民
国
史
V
三
三
史
料
回
収
三
和
整
理
」
　
歴
史
棺
案
　
一
九
凡
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三
年
一
、
一
期
　
　
・
　
、
・
　
」
．
　
」

○
三
軒
　
「
台
湾
所
蔵
民
国
棺
案
」
　
歴
史
棺
案
　
、
一
九
八
四
年
二
期
，
「

。
．
三
国
現
代
史
研
究
資
料
．
塗
筆
禽
刊
行
さ
れ
た
肇
資
料
」
・
ヰ
国
研
究
通
報

　
　
一
九
八
四
年
一
〇
月

ρ
「
歯
第
二
歴
史
三
舞
意
向
台
湾
学
者
開
放
」
入
筆
報
、
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八
四
年
四
月

　
　
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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え
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ア
・
ア
フ
リ
カ
課
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女
天
、
孫
龍
太
郎
屯
家
、
頃
甘
弘
道
会
員
柑
謀
將
建
碑
不
朽
先
生
学
徳
功

、
使
豊
作
銘
余
受
先
生
薫
陶
三
十
年
、
不
可
以
不
文
而
僻
・
」
乃
振
其
家

及
土
屋
倍
旧
旧
著
伝
、
更
加
余
所
三
三
序
、
係
三
日
、

軽
子
於
天
　
弘
之
在
人
　
世
迷
私
利
　
多
重
本
原
」
偉
　
先
生
一
隻
手

廻
瀾
　
三
三
三
徳
、
三
哲
三
三
　
弘
道
三
会
．
誘
導
国
民
　
和
漢
洋
学

研
究
深
淵
　
著
書
充
棟
．
．
三
明
葺
倫
一
墨
壷
不
死
　
遺
徳
千
年

萌
治
三
十
七
年
七
月

道
会
副
会
長
從
四
位
勲
四
等
南
摩
綱
紀
撰

（
い
が
ら
し
・
き
ん
ざ
ぶ
ろ
う
　
人
文
課
）
．


